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第９章  点検、評価、公表等 

１  点検、評価 

外部有識者等から組織される「共立蒲原総合病院経営懇話会」にて年１回以上本計画

の点検及び評価を受けます。 

 

２  公表 

「共立蒲原総合病院経営懇話会」での点検、評価の結果を毎年度、決算議会（９月定

例会）終了後に当院ホームページ等で公表します。  

 

３ その他 

点検・評価の結果、数値目標の達成困難など本計画の内容を変更する必要が生じた場

合には、本計画の改定を行います。  

また、当院の役割・機能を大きく見直す必要が生じた際は、構成市の市民の皆様に理

解が得られるよう丁寧に説明してまいります。 

 

 


